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園民年金制第一歩ヘ
11月を期して支給(無抜出制年金〉

りの同I昭和34年8月20日

安艮用制象国今情てはら得老度の_"従細首農た対被いま度等種そめ度金は金の
定生L度に艮回そでし、な全保絡が年般事金工潟、も象用ずすが合共の恩を保厚制公我
と活、を年を、とするさく障¢な金闘す業業民のと者れがあ¢済他給は険生度自そが
肉の暦適金対全で c現れ見カー所く制民るに零、でしをも、り制組各法じ制年に年国

上
を
は
か
る
た
め
国
民
年
金
保

険
法
が
、
前
国
会
に
お
い
て
成

立
し
ま
し
た
。
と
も
か
く
長
ら

く
論
議
さ
れ
た
社
会
保
障
制
度

の
中
核
が
実
現
し
た
わ
け
で
す

か
ら
、
こ
こ
に
そ
の
概
要
を
述

ぺ
て
み
ま
し
ょ
う
。

(
制
度
の
立
て
方
)

国
民
年
金
制
度
は
拠
出
制
を

基
本
と
し
、
経
済
的
、
補
完
的

措
置
と
し
て
無
拠
出
制
の
年
金

を
併
用
し
て
い
る
。

(
年
金
の
種
類
と
笑
旋
の
時
期
)

老
令
年
金
、
障
害
年
金
、
母

子
年
金
(
遺
児
年
金
及
び
寡
婦

年
金
を
含
む
)
の
三
種
類
で
、

実
施
の
時
期
は
拠
出
制
の
年
金

は
昭
和
三
十
六
年
四
月
一
日
か

ら
一
施
行
さ
れ
る
。

(
福
祉
年
金
)

法
施
行
当
時
既
に
一
定
年
令

以
上
に
達
し
て
い
る
者
・
ま
た

は
既
に
療
疾
お
よ
び
母
子
世
帯

の
状
態
に
あ
る
と
か
、
あ
る
い

は
、
拠
出
能
力
が
な
い
者
な
ど

に
支
給
さ
れ
る
も
の
で
老
令
障

害
、
母
子
年
金
の
三
種
類
が
あ

り
ま
す
。

場
一
冊

所
郷
役
一
明

行
時
町
一
開

発
蛾
漬
一
所

長
一
明

(
ご
老
令
福
祉
年
金

七
O
才
以
上
お
よ
び
五

O
才

以
よ
の
者
で
拠
出
制
年
金
の
受

給
用
件
を
満
た
し
得
な
い
者
、

ま
た
は
拠
出
能
カ
が
乏
し
い
た

め
拠
出
制
の
老
令
年
金
を
受
け

る
に
必
要
な
保
険
料
の
拠
出
が

出
来
な
か
っ
た
者
が
セ

O
才
に

達
し
た
と
き
一
二
、

0
0
0円

の
年
金
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

つ
乙
障
害
福
祉
年
金

二
O
才
以
上
の
者
で
あ
っ
て

す
で
に
一
定
程
度
(
両
手
ま
た

は
両
足
を
失
っ
た
程
度
)
の
療

疾
の
状
態
に
あ
る
者
及
び
保
険

料
の
負
担
能
力
が
乏
し
い
者
、

ま
た
は
二

O
才
未
満
で
こ
れ
と

間
程
度
の
療
疾
と
な
っ
た
〉
め

、
拠
出
制
の
障
害
年
金
を
受
け

る
に
必
要
な
保
険
料
納
付
が
で

き
な
か
っ
た
者
に
対
し
て
一
八

、

0
0
0円
の
障
害
福
祉
年
金

が
支
給
さ
れ
る
。

〈
三
)
母
子
福
祉
年
金

夫
と
死
別
し
て
一
六
才
未
満

の
予
を
扶
養
し
て
い
る
者
、
ま

た
は
保
険
料
負
担
能
力
が
乏
し

い
た
め
拠
出
制
の
母
子
年
金
を

受
け
る
に
必
要
な
保
険
料
の
納

あ
る
。

3

す
な
わ
ち
放
送
や
新
聞
で

伝
え
ら
れ
る
気
象
通
報
に
よ

く
注
意
し
、
「
大
し
た
と
と

は
あ
る
ま
い
」
な
ど
勝
手
に

考
え
な
い
で
、
警
報
が
出
た

ら
冷
静
に
次
の
よ
う
な
準
備

対
策
を
た
て
る
こ
と
。

イ
雨
戸
、
障
子
等
を
点
検

し
、
吹
き
ぬ
か
れ
る
お
そ

れ
が
あ
る
所
に
は
板
や
か

ん
ぬ
き
で
補
強
す
る
と
と

ロ
広
告
、
看
板
、
煙
突
な

ど
風
速
次
第
で
と
び
や
す

い
も
の
は
、
取
り
付
け
を

が
ん
じ
よ
う
に
し
て
お
く

と
と
。
倒
壊
の
お
そ
れ
が

あ
る
古
い
建
物
に
は
風
下

か
ら
支
柱
を
あ
て
屋
根
の

軽
い
も
の
は
重
石
や
竹
材

で
押
え
を
す
る
こ
と
。
更

に
家
の
ま
わ
り
の
樹
木
に

つ
い
て
も
枝
を
払
っ
た
り

し
た
り
す
る
こ
と
が
必
要

で
あ
る
。

ハ
家
の
ま
わ
り
の
排
水
ζ

う
や
下
水
こ
う
を
清
浄
し

付
が
で
き
ず
夫
と
死
別
し
て
一

六
才
の
子
を
扶
養
し
て
い
る
者

で
、
い
ず
れ
も
二
十
五
才
以
上

の
予
の
な
い
場
合
に
、
そ
の
者

に
ゴ
て

0
0
0円
の
母
子
福

祉
年
金
が
支
給
さ
れ
る
。

な
お
子
が
二
人
以
上
あ
る
と

さ
は
二
人
目
か
ら
子
一
人
に
つ

き
二
、
四

O
O円
が
加
算
さ
れ

る。(
四
)
福
祉
年
金
の
支
給
停
止

福
祉
年
金
受
給
権
者
は
、
拠

出
制
の
年
金
受
給
者
と
異
り
、

そ
の
財
源
は
一
般
財
源
よ
り
賄

わ
れ
る
た
め
、
次
に
揚
げ
る
程

度
の
一
定
の
財
源
が
あ
る
と
き

は
、
こ
の
年
金
は
支
給
さ
れ
な

も

V

(
イ
)
受
給
権
者
が
す
で
に

公
的
年
金
制
度
に
よ
る
年
金

を
受
け
て
い
る
と
き
、
ま
た

は
市
町
村
民
税
を
納
付
す
べ

き
程
度
の
所
得
が
あ
る
と
き

(
ロ
)
受
給
権
者
の
配
偶
者

に
所
得
税
を
納
付
す
べ
き
程

度
の
所
得
が
あ
る
と
き
ま
た

は
受
給
権
者
を
扶
養
し
て
い

る
者
に
五

O
万
円
以
上
の
所

得
が
あ
る
と
き
-

〈
拠
出
制
の
年
金
)

二
O
才
か
ら
五
九
才
ま
で
の

全
国
民
対
象
と
し
そ
の
う
ち
現

行
の
公
的
年
金
制
度
の
適
用
を

う
け
て
い
る
者
、
お
よ
び
そ
の

受
給
権
者
は
除
外
さ
れ
る
と
と

L
な
り
、
ま
た
こ
れ
ら
の
者
の

配
偶
者
や
学
生
の
か
入
は
任
意

と
さ
れ
て
い
る
@

て
水
は
け
を
よ
く
し
雨
に

よ
っ
て
流
れ
出
し
そ
う
な

じ
ん
か
い
や
土
砂
を
片
づ

け
る
こ
と
。

ニ
停
電
に
備
え
て
懐
中
電

燈
や
ロ

1
ソ
ク
を
用
意
し

、
ま
た
貴
重
品
(
現
金
、

通
帳
、
印
鑑
.
そ
の
他
重

要
書
類
等
)
や
身
の
ま
わ

り
品
、
医
薬
品
を
一
括
整

備
し
て
お
く
こ
と
。

ホ
海
岸
、
河
川
、
が
け
し

た
な
ど
危
険
の
予
想
さ
れ

る
家
で
は
三
日
分
ぐ
ら
い

の
食
糧
、
飲
み
水
、
着
換

え
衣
類
、
毛
布
な
ど
を
用

意
す
る
こ
と
、
子
供
に
は

衣
類
の
見
や
す
い
所
に
名

札
を
つ
け
る
こ
と
。

4

台
風
は
通
常
風
速
二

O
メ

ー
ト
ル
を
こ
え
る
し
、
雨
も

局
地
的
に
ひ
ど
く
降
る
か
ら

襲
来
時
に
は
不
要
不
急
の
外

出
を
さ
け
火
の
元
の
用
心
を

す
る
ほ
か
隣
近
所
と
の
連
絡

を
密
に
す
る
こ
と
。

危
険
地
帯
の
人
は
早
固
に

(
保
険
料
)

被
保
険
者
が
負
担
す
る
保
険

料
は
三

O
才
か
ら
三
十
四
才
ま

で
は
毎
月
一

0
0円
三
十
五
才

か
ら
五
十
九
才
ま
で
は
毎
月
一

五
O
円
の
保
険
料
を
納
付
す
る

こ
と
に
な
る
u

二
)
老
令
年
金

保
険
料
を
二
十
五
年
以
上
納

付
し
た
者
が
六
十
五
才
に
還
し

た
と
き
に
支
給
さ
れ
る
も
の
で

保
険
料
を
負
担
す
る
能
力
が
な

か
っ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
十

年
商
納
付
し
て
お
れ
ば
支
給
さ

れ
る
。そ

の
額
は
保
険
料
納
付
の
期

聞
に
よ
っ
て
計
算
さ
れ
二
十
五

年
の
も
の
は
年
額
二
四
、

0
0

0
円
最
高
四
十
年
間
納
付
し
た

者
は
、
四
二
、

0
0
0円
と
な

っ
て
い
る
。

(
二
)
障
害
年
金

一
定
期
間
保
険
料
を
納
付
し

た
者
が
一
定
程
度
(
片
腕
ま
た

は
片
足
を
失
っ
た
程
度
)
以
上

の
嬢
疾
の
状
態
と
な
っ
た
と
き

に
支
給
さ
れ
、
そ
の
額
は
保
険

料
納
付
期
聞
に
応
じ
て
二
四
、

0
0
0円
か
ら
四
二
、

0
0
0

と
な
っ
て
お
る
。

さ
ら
に
ま
た
こ
れ
以
上
重
度

の
療
疾
と
な
っ
た
と
き
は
こ
の

う
え
に
六
、

0
0
0円
が
加
算

容
れ
る
。

へ
一
二
)
母
子
年
金
な
ど

一
母
子
年
金

妻
が
一
定
期
間
保
険
料
を

納
付
し
た
の
ち
夫
と
死
別
し

て
十
八
才
未
満
の
予
を
扶
養

施

H
H
V
A
H
v
n
H
H
R
H
H
E
n
u
u
n
H
y
p
h
u自
1

避
灘
す
る
の
が
よ
い
が
‘
避

難
命
令
の
出
た
場
合
は
警
察

官
、
消
防
団
員
等
の
指
示
を

す
な
お
に
き
い
て
老
人
、
子

供
、
病
人
を
先
に
落
ち
つ
い

て
行
動
す
る
と
と
も
に
、
防

災
活
動
に
従
事
で
き
る
人
は

積
極
的
に
協
力
す
る
と
と
。

避
難
に
当
つ
て
は
な
る
べ

く
身
軽
で
相
互
援
助
に
努
め

る
こ
と
。

な
お
災
害
の
時
は
と
か
く

流
言
飛
語
が
と
び
や
す
い
か

ら
お
互
い
に
言
動
を
つ
L
し

み
、
ま
た
う
わ
さ
を
も
う
信

し
な
い
で
必
ず
確
か
め
る
と

と
が
必
要
で
あ
る
。

5

災
害
後
に
は
伝
染
病
の
ま

ん
え
ん
す
る
こ
と
が
多
い
b
¥

そ
こ
で
災
害
救
助
隊
の
消

毒
や
健
康
診
断
、
予
防
接
種

な
ど
は
必
ず
受
け
る
こ
と
。

浸
水
し
た
家
で
は
通
風
を

よ
く
し
て
湿
気
の
除
去
に
努

め
家
の
ま
わ
り
や
下
水
と
う

の
清
浄
、
消
毒
を
十
分
ず
る

こ
と
で
あ
る
。
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し
て
い
る
と
き
に
支
給
さ
れ
一
照
し
合
わ
せ
て
該
当
す
る
資
格

る

・

一

の

あ

る

人

は

、

ま

ず

請

求

書

を

そ
の
額
は
保
険
料
納
付
期
一
、
町
役
場
厚
生
課
に
出
さ
な
け

聞
に
応
じ
て
一
九
、
二

O
O
一
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

円
か
ら
二
五
、
八

0
0円
と
一
こ
れ
を
裁
定
請
求
書
と
い
L

な

っ

て

お

る

。

一

ま

す

が

、

こ

の

請

求

書

の

受

付

な
お
子
供
が
二
人
以
よ
あ
一
は
、
九
月
一
日
か
ら
、
町
役
場

る
と
き
は
、
第
二
子
以
降
の
一
に
請
求
書
を
出
し
て
く
だ
さ
い

子
一
人
に
つ
き
四
、
八

O
O
一
。
と
の
請
求
書
を
出
し
ま
す
と

円
が
加
算
さ
れ
る
。
一
一
権
利
の
あ
る
方
は
県
か
ら
役
場

二

遺

児

年

金

一

を

通

じ

で

裁

定

通

知

書

が

と

ど

父
母
い
ず
れ
に
も
死
別
し
一
舎
、

ζ

れ
と
荷
時
に
国
民
年
金

た
十
八
歳
未
満
の
子
で
あ
っ
一
証
書
が
波
さ
れ
ま
す
か
ら
、
こ

て
.
そ
の
父
ま
た
は
母
が
こ
の
通
知
書
と
国
民
年
金
証
書
を

定
期
間
保
険
料
を
納
付
し
て
一
指
摘
し
た
郵
便
局
に
持
っ
て
行

い
た
と
き
に
支
給
さ
れ
、
そ
一
け
ば
、
年
金
が
支
給
さ
れ
ま
す

の
額
は
保
険
料
納
付
期
間
に
一
。
自
分
で
年
金
が
も
ら
え
る
か

応
じ
て
七
、
二

O
O円
か
ら
一
ど
う
か
に
つ
い
て
、
は
っ
き
り

一
O
、
五

O
O円
ま
で
と
な
一
わ
か
ら
な
い
と
き
、
ま
た
は

っ

て

い

る

。

一

請

求

手

続

等

く

わ

し

い

こ

と

は

な
お
予
が
二
人
以
よ
あ
る
一
町
役
場
厚
生
課
に
お
た
ず
ね
下

と
き
は
、
第
二
子
以
降
の
子
一
さ
い
。

一
人
に
つ
き
四
、
八

O
O円一

が

加

算

さ

れ

る

。

一

V

時
効

三

寡

婦

年

金

一

年

金

を

受

け

る

権

利

は

五

年

十
年
以
上
婚
姻
関
係
を
継
一
で
時
効
に
か
L
り
年
金
が
も
ら

続
し
て
い
た
妻
が
老
令
年
金
一
え
な
く
な
り
ま
す
か
ら
早
め
に

を
受
け
る
に
必
要
な
期
間
の
一
請
求
し
て
下
さ
い
。

保
険
料
を
納
め
て
い
た
夫
と
一

死
mmし
た
と
き
に
六
十
か
ら
一

42?14a・
f
・

'?i

六
十
五
才
ま
で
の
問
支
給
さ
一

れ

る

。

一

接

収

貴

金

属

等

の

と
の
額
は
夫
の
受
け
る
べ
一

j

:

き

で

あ

っ

た

老

令

金

額

の

半

一

返

還

に

つ

い

て

額

と

な

っ

て

い

る

。

一
一
こ
の
た
び
接
収
貴
金
属
等
の

(

国

庫

負

担

)

一

一
処
理
に
関
す
る
法
律
に
よ
っ
て

拠
出
制
の
年
金
に
つ
い
て
は
一

一
連
合
国
占
領
軍
に
接
収
さ
れ
て

毎
年
度
保
険
料
収
入
総
額
の
半
一

一
い
た
貴
金
属
等
が
返
還
さ
れ
る

額
を
、
無
拠
出
制
の
福
祉
年
金
一

亡
と
に
な
り
ま
し
た
か
ら
該
当
で

に
つ
い
て
は
、
そ
の
保
険
給
付
一一
か
あ
り
ま
し
た
ら
、
本
年
十
月

の
金
額
を
、
国
庫
負
担
す
る
ζ

一一
三
十
一
日
ま
で
に
返
還
請
求
の

と

に

な

る

。

一

で
手
続
き
を
せ
ら
れ
る
よ
う
願
い

V

請

求

の

手

続

一

ま

す

。

一
な
お
、
返
還
請
求
用
紙
は
松

老
令
福
祉
年
金
を
始
め
と
し
一
山
財
務
部
で
入
手
し
て
下
さ
い

て
障
害
福
祉
年
金
、
母
子
福
祉
一
。

年
金
を
も
ら
う
た
め
の
要
件
と

としよりの日の記念撮影(としよりの日9.15)

=~ 

「
中
絶
は
有
害
」

家
族
計
画
で
幸
福
な
家
庭
を

当
町
の
出
生
人
口
は
近
年
だ
-
し
て
い
る
と
言
え
る
と
思
ひ
ま

ん
〈
、
減
少
し
て
ま
い
り
ま
し
一
す
。

た。

ζ

こ
ろ
み
に
昭
和
三
十
年
一
中
絶
が
母
体
に
有
害
で
あ
る

以
降
三
年
間
の
出
生
状
況
を
見
一
こ
と
は
そ
の
道
の
権
威
者
が
等

ま
す
と
三
十
年
、
三
九
五
人
、
一
し
く
認
め
一
般
へ
の
響
告
が
強

三
十
一
日
半
、
コ
一
五
二
人
、
三
十
一
調
さ
れ
厚
生
省
で
は
こ
の
危
険

二
年
、
三
一
六
人
、
以
上
の
如
一
な
方
法
に
よ
ら
な
い
で
、
安
全

く
年
々
減
少
し
て
お
り
ま
す
が
一
に
そ
の
目
的
を
達
成
出
来
る
妊

、
と
れ
は
自
然
の
減
少
で
な
く
一
娠
調
節
(
受
胎
調
節
)
の
方
法

人
工
に
よ
る
中
絶
が
大
き
く
影
一
を
指
導
奨
励
し
て
お
り
ま
す
。

響
し
て
い
る
こ
と
を
見
の
が
す
一
子
供
を
計
画
的
に
産
ん
で
立

わ
け
に
は
ま
い
り
ま
せ
ん
。
一
派
に
育
て
る
こ
と
は
現
代
人
の

昭
和
三
十
二
年
七
月
よ
り
コ
二
常
識
と
し
て
然
も
そ
の
方
法
は

十
四
年
五
月
ま
で
(
二
年
五
ケ
一
母
体
の
安
全
示
保
証
せ
ら
れ
る

月
)
の
聞
に
長
浜
町
の
人
工
中
一
も
の
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん

絶
の
数
は
三
八
三
人
、
自
然
流
一
こ
れ
は
常
に
婦
人
科
医
師
及

産
七

O
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
-
び
調
節
指
導
者
の
資
格
を
有
す

こ
れ
以
外
来
居
に
て
中
絶
を
一
る
保
健
婦
、
助
産
婦
に
つ
い
て

さ
れ
る
方
を
合
す
と
大
変
な
件
一
充
分
な
指
導
を
受
け
て
か
ら
実

数
に
な
る
こ
と
が
想
像
さ
れ
ま
一
行
さ
れ
る
よ
う
お
奨
め
し
ま
す

す

。

一

な

お

団

体

と

か

部

落

な

ど

で

し
か
も
三
八
三
の
中
に
は
二
一
集
団
指
導
を
希
望
せ
ら
れ
る
場

回
以
上
七
、
八
回
も
中
絶
さ
れ
一
合
は
役
場
の
厚
生
課
へ
御
申
込

て
い
る
方
も
あ
り
ま
す
。
一
み
下
さ
い
。

出
生
の
減
少
状
態
と
中
絶
の
一
保
健
所
の
指
導
と
あ
わ
せ
て

件
数
と
を
な
ら
べ
て
考
え
て
見
一
講
習
会
等
の
便
宜
を
は
か
り
御

ま
す
と
、
当
町
の
家
族
計
画
は
一
希
望
に
そ
う
よ
う
致
し
ま
す
。

そ
の
ほ
と
ん
ど
が
中
絶
に
依
存
一

皇
室
E
一言
E
喜一一一一一一一一一一三雲喜一一一一室一宮一
E
雲一=一三一言
Z
E
E
-
皇室一
E
一一一言
EE--
言一白書留

県

営

の青

='J、=シ，
ロ~

療

間
一
各
家
庭
で
は
風
水
害
に

控

ど

う

備

之

る

か

司

E
4

会
ノ

4
q
l
l

月
一
台
風
は
夏
か
ら
秋
に
か
け
て
一
四
、
七
六
五
と
い
う
驚
く
べ

毎
一
わ
が
国
に
や
っ
て
く
る
。
一
き
.8せ
い
者
と
損
害
を
出
し

1

・
年
聞
の
発
生
数
は
平
均
二
四
一
た
、

こ
の
う
ち
わ
が
国
に
上
陸
す
る
一
こ
と
に
二
十
二
号
の
と
き

も
の
は
四

1
五
と
い
わ
れ
て
い
一
な
ど
伊
豆
地
方
に
か
つ
て
な

て
、
ほ
と
ん
ど
宿
命
的
な
も
の
一
い
被
害
を
与
え
、
一
東
京
も
ま

で
あ
る
が
、
今
年
も
こ
の
時
期
一
れ
に
見
る
豪
雨
に
見
舞
わ
れ

を
迎
え
る
に
当
っ
て
諸
国
察
で
は
一
た
。

次
の
よ
う
な
数
字
を
あ
げ
て
警
一
2
台
風
は
ど
こ
へ
来
る
か
わ

戒
と
不
断
の
用
意
を
強
調
し
て
一
か
ら
な
い
。

い

る

。

一

し

か

も

雨

が

多

い

か

風

が

1

昨
年
は
七
月
中
句
か
ら
九
一
ひ
ど
い
か
も
そ
の
時
そ
の
時

月
下
句
に
か
け
て
台
風
第
十
一
に
よ
っ
て
区
々
で
あ
る
・

-
号
、
第
一
七
号
、
第
二
十
一
短
時
聞
に
大
雨
が
降
る
と

一
号
、
第
二
十
二
号
が
そ
れ
一
河
川
の
決
壊
、
は
ん
濫
を
来

ぞ
れ
来
襲
し
た
L
め
死
者
一
一
す
の
で
、
水
防
活
動
で
防
軍

C
三
五
、
行
方
不
明
四
九
三
一
得
る
場
合
も
あ
る
が
、
ほ
と

、
負
傷
者
一
、
七
ニ
コ
て
建
一
ん
ど
逃
げ
る
の
が
せ
い
い
つ

物
の
全
壊
二
、

O
七
三
、
半
一
ば
い
と
い
う
急
な
こ
と
も
あ

壌
三
、
九
九
三
、
流
失
て
一
る
。

二
四
六
、
床
上
浸
水
二

O
五
一
し
た
が
っ
て
事
前
の
準
備
を

、
七
六
一
、
床
下
浸
水
四
八
一
十
分
に
呼
び
か
け
る
必
要
が

島

所

l
i
-
-
q
j
-
!
 

i

τ

i

 

，
 

話1
d都，~.Q~'

。
は
な
れ
な
い

コ

ッ

プ

ガ
ラ
ス
の
コ
ッ
プ
が
二
つ
重

な
っ
て
、
ど
う
し
て
も
と
れ
な

い
と
と
が
よ
く
あ
り
ま
す
。
無

理
に
と
ろ
う
と
す
れ
ば
破
損
し

ま
す
。

ζ

ん
な
と
き
は
、
外
側

の
ロ
ッ
プ
を
ヌ
ル
マ
湯
で
暖
め

、
内
側
の
コ
ッ
プ
に
冷
た
い
?

を
入
れ
ま
す
と
、
ス
ツ
ポ
リ
離

れ
ま
す
。

。
ピ
ン
の
中
に

落
ち
込
ん
だ

セ

ン

ピ
〉
の
中
に
落
ち
込
ん
だ
コ

ル
ク
の
栓
を
と
り
だ
す
に
は
、

ピ
シ
の
口
の
内
側
に
油
を
塗
り

、
キ
リ
で
中
の
栓
を
刺
し
て
ピ

γ
を
冷
水
で
冷
し
、
次
に
熱
い

湯
の
中
に
ピ

γ
を
入
れ
て
セ
シ

の
中
の
空
気
の
膨
脹
カ
を
利
序

す
れ
ば
、
筒
同
単
に
抜
け
ま
す
。

冷
水
か
ら
熱
い
湯
に
セ
ン
を
い

れ
る
時
、
湯
が
熱
過
ぎ
る
と
セ

γ
が
と
わ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
り

ま
す
か
ら
注
意
し
て
下
さ
い

0

・Et
J
E
a
、J
E
t

，・Bt
J
3
e
、J
E

八
月
二
十
七
日

ガ
ン
の

健
康
相
談
日

我
が
国
に
お
い
て
は
四
十
才
、

1
五
十
九
歳
の
壮
年
に
ガ
γ
患
，

者
が
多
く
又
死
亡
者
の
う
ち
で

も
五
人
に
一
人
は
ガ
シ
に
よ
る

も
の
と
言
は
れ
死
亡
別
統
計
か

ら
見
ま
し
て
も
ガ
シ
が
第
一
位

を
し
め
て
い
ま
す
。
ま
こ
と
に

ガ
γ
と
そ
人
類
最
大
の
敵
と
も

云
は
れ
て
い
る
程
お
そ
ろ
し
い

病
気
で
す
。

現
代
医
術
で
は
早
期
に
発
見

し
て
根
本
的
手
段
を
構
ず
れ
ば

乳
ガ
シ
及
び
子
宮
ガ
シ
な
ら
八

O
%以
上
胃
ガ
シ
で
も
四

O
%

ま
で
助
か
る
可
能
性
が
あ
り
パ

す。
し
か
し
我
が
国
で
は
ガ
γ
に

関
す
る
一
般
の
知
識
が
ひ
く
い

た
め
手
お
く
れ
に
な
っ
て
医
師

を
訪
ね
る
人
が
多
い
の
で
、
こ

の
た
び
左
記
に
よ
り
ガ
ン
の
健

康
相
談
を
行
う
こ
と
に
な
り
ま

し
た
か
ら
一
人
で
も
多
く
相
談

を
受
け
ら
れ
る
よ
う
し
て
下
さ

B
V
 

一一一一一一一←一一一一一一ー

医
療
施
設
が
な
い
た
め
日
常
一
病
院
青
島
出
張
診
療
所
」
と
言

の
生
活
に
不
安
な
生
活
を
、
ょ
↑
て
、
県
立
中
央
病
院
の
管
轄
の

ぎ
な
く
さ
れ
て
い
ま
し
た
青
島
一
も
と
に
運
営
さ
れ
ま
す
。

地
区
に
こ
ん
ど
新
し
く
診
療
所
一
建
物
は
鉄
筋
コ
シ
ク

F
l
ト

が
開
設
さ
れ
島
の
人
々
の
保
健
一
の
立
派
な
も
の
で
、
そ
の
施
設

衛
生
に
活
躍
し
て
い
た
ど
く
こ
一
は
最
新
の
医
療
が
な
さ
れ
て
い

と
に
な
り
ま
し
た
e

一
ま
す
o

v
」
の
診
療
所
は
「
県
立
中
央
一

山一一亘書一一一喜一一三一一三
E

一一三一塁一一豆一言一言一一言霊喜一一一冨言一塁一言言一三皇一室一=一一冨一一一
Z

喜一一一一目

県営の青島診療所

記

日
時
八
月
二
十
セ
日

午
後
一
時2

四
時
迄

町
役
場

場
所
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}
、
秋
播
緑
肥

の
播
種

最
近
、
柑
橘

園
の
草
生
栽
培

の
関
心
が
強
く

な
っ
て
き
た
‘

秋
播
の
品
種
で

は
、
若
木
閤
以

外
が
日
照
不
足

の
と
こ
ろ
に
栽

培
さ
れ
る
の
で

、
耐
陰
性
の
種

類
を
選
ぶ
事
が

必
要
で
あ
る
。

次
表
は
比
較

的
日
陰
で
も
強

い
品
種
を
取
り

上
げ
播
種
時
期

を
示
し
ま
し
た

(二)

品11九月の果樹圏作業|

第44号

種

二
、
病
害
虫
防
除

。
ダ
ユ
類

八
月
の
高
温
乾
燥
期
に
は
比

較
的
ダ
ニ
類
の
発
生
は
少
い
が

九
月
に
入
る
と
再
度
発
生
が
多

く
な
る
。
ア
カ
ダ
ニ
に
対
し
て

は
テ
デ
オ

γ
一、

0
0
0倍
液

、
サ
ピ
ダ
ニ
に
対
し
て
は
石
灰

硫
黄
合
剤
の
一
一
一
一

ot-
五

O

倍
液
を
撒
布
す
る
と
良
い
。

尚
、
高
温
乾
燥
又
は
青
酸
瓦

斯
窯
蒸
の
為
石
灰
硫
黄
ム
口
剤
の

撒
布
が
困
難
な
場
合
に
は
、
ア

カ
ー
ル
一
、

0
0
0倍
渡
を
撒

布
す
る
と
良
い
。

。
吸
収
性
夜
蛾
の
防
除

九
月
に
入
り
早
生
温
州
の
成

熟
期
に
な
る
と
夜
蛾
類
の
被
害

が
目
立
っ
て
来
る
。
本
郡
に
於

一

播

種

時

期

り
ー
も
一
ル

1

ピ

ン

一

九

月

上

句

J
下
旬

九

一

コ

モ

ン

ベ

ソ

チ

一

か

t
十
月
上
旬

一

う

ま

ご

や

し

一

九

月

中

旬

1
下
句

一
ラ
ジ

l

ク

ロ

ー

バ

ー

一

9

1

十
月
上
匂

一
ν
ツ

ド

ク

ロ

ー

バ

ー

一

M

1

庁

一
V

シ

ジ

一

八

月

下

句

、

「

九

月

下

匂

一オ

1
ナ

ヤ

l
ド
グ
ラ
ス
一
九
月
中
旬

t
十
月
上
匂

一
ケ
ツ
タ
ツ

v

三
二

J

プ
エ
ス
ク
一
九
月
上
旬
、
/
‘
ゲ

図

、

夏

柑

の

施

肥

一

な

る

の

で

六

月

の

施

用

に

次

い

夏
柑
の
果
実
は
八
月
1
十
二
で
九
月
の
追
肥
が
重
要
と
な
る

月
に
か
け
て
最
も
良
く
太
る
。
一
当
時
期
の
追
肥
を
ぜ
ひ
施
用
す

従
っ
て
肥
料
の
吸
収
量
も
多
く
一
る
こ
と
。

f喪主昭和34年8月20日

夏
柑
第
二

回
夏
肥
施
用

計
画備

考

設
一
、
一

O
ア

ー
ル
当
施
用

施
成
分
阿
川
、
七

官
、
八
託
(
二

;
×
一

O
O
P

撒
、
四
、
八
延

リ
(
一
、
三
×
)

E
K
、
六
、
八

薬
庖
(
一
、
八

3
×

)

て

施

FF
用

時

期

九

共
月
上

1
中
旬

一
、
一

0
ア

ー
ル
当
(
反

当
)
施
用
量

五
六
、
二
五

い
て
は
ア
ケ
ビ
コ
ノ
ハ
が
ヒ
メ

エ
グ
リ
パ
ガ
の
被
害
が
多
い
の

で
こ
れ
等
を
毎
夜
補
殺
し
被
害

を
最
少
限
に
喰
止
め
る
事
が
大

切
で
あ
る
。

一
二
、
苦
土
石
灰
の
施
用

平
生
温
州
は
八
月
下
旬
、
普

通
温
州
で
は
九
月
上
旬
が
苦
土

石
灰
の
施
用
期
で
あ
る
。

苦
土
及
び
石
灰
成
分
は

N
P
K

に
つ
い
で
柑
橘
栽
培
上
必
要
な

も
の
で
あ
る
か
ら
早
生
温
州
、

普
通
温
州
共
施
用
す
る
と
と
、

尚
、
幼
米
閣
に
於
い
て
は
化
学

肥
料
を
多
く
施
用
す
る
の
で
特

に
必
要
で
あ
る
。
又
施
用
に
は

瓦
斯
嬬
前
に
撒
布
し
な
い
事
、

。

一

0
ア
ー
ル
当
施
用
量
六

O
話

会

一

俵

)

播

種

量

五

i
六
リ
ッ
ト
ル

一
、
八

1
三、

0
キ
ロ
グ
ラ
ム

一
、
二

t
三、

0

0

。
、
六

1
て

二

P

一
、
二

t
一

、

八

グ

て

五

1
一
、
八
リ
ッ
ト
ル

二
、
四
!
一
二
、

0
キ
ロ
グ
ラ
ム

て

二

!

一

、

入

。

O
屯
ご
五
×
)

五
、
接
木
(
芽
接
、
腹
接
、
根

接
)春

の
接
木
時
期
に
つ
い
で
九

月
も
芽
接
、
腹
接
、
根
接
の
時

期
で
あ
る
。
芽
接
は
二
、
コ
一
年

生
の
台
木
に
接
ぎ
苗
木
の
育
生

に
用
い
る
。
腹
援
は
高
接
同
様

に
品
種
の
更
新
の
為
に
行
う
も

の
で
あ
る
。

又
根
接
は
春
に
次
い
で
三

O
年

生
以
上
の
樹
、
又
は
、
ヌ
牛
、

根
腐
等
で
根
の
弱
っ
て
い
る
樹

に
対
し
て
行
う
必
要
が
あ
る
。

熔

燐

硫

加

計

養

老

院

へ

年
老
い
て
身
よ
り
の
な
い
人

達
に
明
る
い
、
よ
い
環
境
の
中

で
生
活
で
き
る
よ
う
に
、
今
年

四
月
に
長
浜
養
老
院
が
完
成
し

た。
現
在
二
十
七
名
の
老
人
達
が

そ
の
中
で
生
活
を
し
て
い
る
が

、
的
く
カ
の
な
い
人
達
ば
か
り

で
あ
る
た
め
収
入
が
な
〈
随
っ

て
毎
月
も
ら
う
小
遺
百
円
が
自

分
の
ふ
と
こ
ろ
に
は
い
る
丈
で

あ
る
。
普
通
で
あ
れ
ば
こ
の
お

金
で
お
互
の
噌
好
品
や
理
髪
に

あ
て
る
の
で
あ
る
が
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感
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永
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慰
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て
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だ
き
た
く
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こ
の
蔭
の
善
行

に
対
し
本
紙
を
か
り
て
衰
心
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り
厚
く
お
礼
を
申
し
述
べ
ま
す
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